
社会福祉法第2条第3項に規定する
生計困難者のために無料又は低額な料金で

診療を行う事業について

平成13年7月23日　社援発第1276号

厚生労働省社会・援護局長

標記の事業（以下「無料又は低額診療事業」とい

う。）については、「社会福祉事業法第二条第三項に

規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で

診療を行う事業について」（昭和49年10月31日社庶第

180号社会局長・児童家庭局長連名通知。以下「旧通

知」という。）によりその基準が定められているとこ

ろでありますが、今般、「地方分権の推進を図るため

の関係法律の整備等に関する法律」（平成11年法律第

87号）の施行、「社会福祉の増進のための社会福祉事

業法等の一部を改正する等の法律」（平成12年法律第

111号）の公布・施行等を踏まえ、標記事業の基準及

びその道用等について、下記のとおり制定いたしま

したので、貴職におかれましては、適正な無料又は

低額診療事業の実施に御配慮いただくようお願いい

たします。

なお、本通知は、第三の1を除いて地方自治法（昭

和22年法律第67号）第245条の9第1項及び第3項の

規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中核市が

法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準とし

て発出するものであり、本通知の施行に伴い、旧通

知は廃止する旨を併せて申し添えます。

記

第一　無料又は低額診療事業の基準

次の項目のうち、1、2、3及び4に該当すると
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ともに病院にあっては、5から10までの項目のうち

の二以上、診療所にあっては、7又は8のいずれか

の項目に該当すること。

1　低所得者、要保護者、行旅病人、一定の住居を

持たない者で、野外において生活している者等の

生計困難者を対象とする診療費の減免方法を定め

て、忘れを明示すること。

2　生活保護法による保護を受けている者及び無料

又は診療費の10％以上の減免を受けた者の延数が

取扱患者の総延数の10％以上であること。

3　医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソー

シャル・ワーカーを置き、かつ、そのために必要

な施設を備えること。

4　生活保護法による保護を受けている者その他の

生計困難者を対象として定期的に無料の健康相

談、保健教育等を行うこと。

5　老人、心身障害児者その他特別な介護を要する

特殊疾患患者等が常時相当数入院できる体制を備

えること。

6　生活保護法による保護を受けている者、その他

の生計困難者のうちで日常生活上、特に介護を必

要とする者のために常時相当数の介護者を確保す

る体制を備え、かつ、そのために必要な費用を負

担すること。

7　当該診療施設を経営する法人が、特別養護老人

ホーム、身体障害者療護施設、肢体不自由者更生

施設、重症心身障害児施設等の施設を併せて経営

していること。又は、当該診療施設がこれらの施



設と密接な連携を保持して運営されていること。

8　夜間又は休日等通常の診療時間外においても、

一定時間外来診療体制がとられていること。

9　地区の衛生当局等との密接な連携の下に定期的

に離島、へき地、無医地区等に診療班を派遣する

こと。

10　特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、肢

体不自由者更生施設、重症心身障害児施設等の施

設の職員を対象として定期的に保健医療に関する

研修を実施すること。

第二　留意事項

1　この基準は、病院又は診療所ごとに適用される

が、社会福祉施設等の施設内に附置された診療所

であって、専ら当該施設の利用者のために診療を

行っているものについては、適用されないもので

あること。

2　診療施設において取り扱う患者の診療方針、診

療報酬については、健康保険法の例によること。

3　診療施設の経営主体は、無料又は低額な料金に

よる診療事業を行うために必要な資産を有するこ

と。

4　診療費の減免は、おおむね次のような方法によ

り行うこと。

（1）診療施設は、無料診療券又は低額診療券を発

行すること。この場合において、これらの診療

券は、当該施設を利用することができる地域の

社会福祉協議会等において保管し、必要に応じ

て第一の1の生計困難者に交付することとし、

診療施設は、無料診療券又は低額診療券の提出

を受けて診療費の減免を行うこと。

（2）診療費の減免額は、診療施設において関係機

関と協議の上決定すること。

（3）診療施設において、無料診療券又は低額診療

券によらない患者から診療費の減免の申出が

あった場合には、医療ソーシャル・ワーカーが

その相談に応じ、適宜減免の措置を採るととも

に、社会福祉協議会、民生委員等と十分連絡し、

以後無料診療券又は低額診療券により診療を受

けるよう指導すること。

（4）以上について、その実効を確保するためには、
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市町村社会福祉協議会、民生委員協議会、民生

委員等の十分な協力が必要であると考えられる

ので、各関係機関に無料又は低額診療事業の内

容について周知徹底を図り、その適正な運営を

期するよう指導されたいこと。

第三　今後における指導監督

1　無料又は低額診療事業を行う者について、少な

くとも毎年一回その実施状況を調査し、その結果

を別に定めるところにより報告するほか、その適

正な運営を期するため、必要な指導を行われたい

こと。

2　無料又は低額診療事業の開始に係る社会福祉法

人の設立又は定款変更の認可は、社会情勢等の変

化に伴い、必要性が薄らいでいるので、抑制を図

るものであること。

3　社会福祉法人で、本基準により今後無料又は低

額診療事業を行うことが不適当であると認められ

るものについては他の法人への切り替えを指導す

ること。この場合、定款準則にかかわらず、残余

財産等は事業の性格その他を考慮して社会福祉法

人以外のものをその帰属主体とする特別の措置を

考慮する方針であるので、その定款変更認可申請

書の進達に際して、あらかじめ当局に相談された

いこと。

4　社会福祉法人以外の者から新たに無料又は低額

診療事業に係る社会福祉法第69条の届出を受理す

るに際しても、第三の2に準じて、取り扱われた

いこと。



社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために

無料又は低額な料金で診療を行う事業について

標記については、平成13年7月23日社援発第1276

号社会・援護局長通知（以下「局長通知」という。）

によりお示ししたところでありますが、なお運用上

の留意事項として下記事項をお含みの上、その適正

な運営を図っていただくよう指導方よろしくお願い

いたします。

なお、当該通知については、9を除いて地方自治

法（昭和22年法律第67号）第245条の9第1項及び第

3項の規定に基づく都道府県並びに指定都市及び中

核市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基

準として発出するものであり、当該通知の施行に伴

い「社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困

難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業

について」（昭和49年10月31日社庶第181号厚生省社

会局庶務課長・児童家庭局企画課長連名通知）を廃

止することを併せて申し添えます。

局長通知の各項目については、次の点に留意され

たいこと。

記

1　第一の2について

（1）診療施設において取り扱う患者のうち、生活保

護法による保護を受けている者及び無料又は診療

費の10％以上の減免を受けた者の占める割合は、

毎年4月1日から翌年3月31日までの診療延人員

（入院及び外来を含む。）について算定するもので

あること。

（2）診療費の減免額のうちには、低所得階層に属す

る患者の療養費についての減免額のほか、当該診

療施設が患者の診療のために必要なサービスとし

て、移送、寝具の貸与、病衣の支給、病衣類の洗

濯等を実施している場合において、低所得階層に

属する者のためにこれらに要する費用を減免した
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平成13年7月23日　社援総発第5号

厚生労働省社会・援護局総務課長

ときは、その減免額を含めて差し支えないもので

あること。

2　第一の4について

無料の健康相談、保健教育等は、毎月1回程度日時

を定めて実施するよう努めることとすること。

3　第一の5について

「老人、心身障害児者その他特別な介護を要する

特殊疾患患者等」とは、老人及び心身障害児者のほ

か、老人性精神病患者、精神疾病とその他の疾病と

の合併症を有する患者その他例えば進行性筋萎縮症

患者等をいうものであること。

また「相当数」とは、当該診療施設の入院利用者

定員の30％程度をいうものであること。

4　第一の6について

「相当数」とは、おおむね50床に1人以上の割合

をいうものであること。

5　第一の7について

当該診療施設と特別養護老人ホーム等の施設との

密接な連携を保持する方法としては、例えば、当該

診療施設がこれらの施設に対して必要に応じ医師を

派遣する体制をとっていることをいうものであるこ

と。

6　第一の8について

通常の診療噂間外において、週2回程度の夜間診療

日又は月2回以上の休日診療日を設け、それぞれ、



1日3時間以上の外来診療体制をとり、かつ、その

旨を掲示すること。

7　第一の9について

地区の保健所、医師会等関係機関との密接な連携

のもとに年2回以上離島、へき地、無医地区、その

他専門医のいない地域等に対し、自主的に診療姓を

組織し、又は関係機関の組織する診療班に医師を参

加させ派遣すること。

8　第一の10について

「定期的に」とは、年2回以上をいうものである
こと。

9　第三の1について

報告は、別記様式により毎年5月末日までに社

会・援護局総務課長あて行うこと。
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